
 
平成 18 年度第１回羽黒地域審議会次第 

 
    日 時  平成 18 年 5 月 22 日  13 時 30 分～ 
    場 所  羽黒庁舎集会室 
 
 
１．開  会 
 
２．あいさつ 

    
 

３．協議事項等 
 

（１）報告事項 
ア 組織機構の変更について 
 
イ 合併協定項目の状況について 
 
ウ 平成 18 年度予算の概要について 
 
エ 平成 18 年度の主な事業の概要について 

 
（２）その他 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
４．閉  会 



所属団体名等 氏  名 審議会役職

 羽黒町淡水魚生産組合組合長 今井　勇雄

 農業士連絡会指導農業士 今井　真一

 旧南庄内合併協議会委員 呼野 祝二

 宿坊「桜林坊」 梅津　久美

 羽黒区長会会長 岡部　茂二 会長

 羽黒地区民生児童委員協議会会長 神林　稲造

 景観保全審議会委員 金野　市子

 農 業 金野　祥子

 羽黒学園理事長 金野　信勇

 広瀬地区公民館館長 斎藤　敬

 羽黒町観光協会副会長 斎藤　一 副会長

 庄内たがわ農業協同組合理事 斎藤 勝

 佐藤バラ園 佐藤　繁明

 旧南庄内合併協議会委員 高橋 澤

 婦人会会長 土岐　智子

 羽黒消防団団長 野口 與惣右衛門

 ＮＰＯ法人蜂鼓山社中事務局長 早坂　一広

 泉郵便局局長 半澤　仁

 松ヶ岡農場組合長 古野　嵩恒

 羽黒町商工会会長 山田　勝実

（五十音順 敬称略）

羽黒地域審議会委員名簿
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平成１８年度羽黒庁舎主要事業について 
 

 

＜総務課関連＞ 

１．まちづくりの推進について 
活力のある豊かな地域づくりと定住化の促進をはかるために、市民のまちづくり

活動を支援し助成するとともに、集落等を対象にした一般コミュニティ助成事業を

活用して、地域コミュニティ活動へも支援する。また、友好市村東京都新島村との

各種交流事業も引き続き推進していく。 
 
２．交通輸送対策について 

市営バス路線（上川代小増川線）を引き続き運行し、住民の足を確保する。 
 
３．世界遺産育成関連について 
  出羽三山を世界遺産に登録、育成していくため、県等関係機関と連携し事業を推

進していくとともに、地元としての機運の醸成を図り、情報の発信及び意識啓発に

努める。 
 
 
＜市民福祉課関連＞ 

１．少子化対策について 

  地域で子どもを育てる環境をつくり、いつでも子どもの笑顔があふれるようなま

ちづくりのため、保育サービスの充実、子育てに伴う経済負担の軽減、子どもをと

りまく生活環境や社会的支援及び妊娠・出産・育児の支援を行う。 

 

２．高齢者対策について 

高齢者が健康で生きがいをもち、安心して生活することができるようなまちづく

りのため、高齢者の健康づくり、高齢者の生きがいづくり、新介護保険制度による

介護サービスの基盤整備等の実施及び痴呆症高齢者対策の充実を図る。 

 

３．障がい者福祉対策について 

  すべての人が互いに尊重し合い、共に活動できる地域づくりに向けた促進事業、

在宅福祉サービス・施設利用サービスの充実及び雇用の促進と就業環境の向上をは

かる。 

 

４．健康づくり対策について 

  市民の健康管理を充実し、みんなが健康でしあわせな家庭生活を営むため、各種

検診と検診後の個別指導及び食生活の改善を推進する。 

 

 

＜産業課関連＞ 
有機質堆肥による土づくりを基本に特別栽培農産物を振興し、売れるものづくりを

進めるとともに畜産振興と併せ、一層の複合経営を推進し農業所得の確保を図る。 
 

１．認定農業者等の研修助成 
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２．中山間地域直接支払の継続      12 集落協定 
 
３．園芸産地拡大強化支援事業      ブル－ベリ－苗供給 2,000 本の支援 

 
４．アスパラガス苗供給への支援     155,000 本予定 

 
５．庄内柿早生種更新への支援      刀根早生 450 本予定 

 
６．エコエリアやまがたモデル育成事業  エコ農業推進・堆肥需給調整等 

 
７．青果物価格補償制度への支援     12 品目 

 
８．水田農業構造改革対策事業      産地づくり対策 13 品目での重点作物の推進 

 
９．水田畑地化基盤強化対策事業     猪俣新田地区 5.8ha 暗渠・土壌改良 

 
10．庄内広域育成牧場を拠点とした素牛供給による肉牛振興 
 
 

＜産業課 観光商工室関連＞ 
１．月山八合目レストハウスの整備事業について 
   平成１７～１８年度の２ヶ年継続事業(起債事業)として実施、木造平屋建で床面

積は約 215 ㎡(65 坪)、自然環境に配慮してバイオトイレを計画している。運営管理

については指定管理を予定している。 
 
２．いでは文化記念館管理運営事業について 
  平成 3 年出羽三山の歴史と文化、自然を学習･体験する施設としてオープン、常

設展示の他に年５～６回の企画展示と記念講演会を年４～５回開催している。 
 
３．創造の森交流館の管理運営事業について 
  平成４年に完成、恵まれた自然環境との触れ合いを図るための施設としてオープ

ン、一年を通して様々な事業やイベントを開催、毎回多数の参加者を得ている。 
 
４．羽黒山スキー場管理運営事業について 
  昭和 62 年町営スキー場としてオープン、休暇村スキー場と合わせファミリー向

けのスキー場として親しまれている。ここ２～３年は順調な降雪と小学･高校生等

団体の受入れが良好で入込み数の減少傾向に歯止めがかかっている。 
 
５．グリーン･ツーリズム推進事業について 
  既存の体験メニューの内容充実と定着化を図るとともに、農業体験型修学旅行の

受入れの拡大と昨年に引き続き地元産蕎麦粉の消費拡大等を推進して行きたい。 
 
６．やまぶし温泉ゆぽか管理運営について 
  平成９年 12 月オープンした施設で、指定管理者の(株)ゆぽか(市が株式の 75％を

保有)が運営管理を担当、昨年 8 月のレジオネラ菌騒動で一時客足が遠のいたが、

順調に回復しており今月中には入館者が 300 万人を超える見込みである。 
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７．羽黒山芸能ファンタジー｢山楽祭｣について 
  平成１５～１７年度の 3 年間、県を中心に実行委員会を組織し八朔際に合わせ開

催した。今年度は市が中心となって、中学校の大田楽と地域伝統芸能を主に規模を

縮小して継続開催して行く予定である。 
 
８．映画｢蝉しぐれ｣支援実行委員会について 
  昨年の４月にオープンしたオープンセットと資料館に、年間約 88 千人が訪れ、

収入も約 18 百万円となっている。農地の一時転用期限である９月までには、農地

に復旧し返還の予定であり、その後最終決算の承認を受け実行委員会を解散したい。

同地域で新たな映画撮影計画もあることから、慎重に対応して行きたい。 
 

 

＜建設環境課・水道分室関連＞ 

１．市道等について 
補助事業・優良起債を活用しながら幹線現道の拡幅整備を重点的に進めるととも

に交通の危険個所にも配慮し、県営事業による整備を優先して新設路線の整備を進

めていく。 
○ 羽黒南部地区県営農村振興総合整備事業 （負担金） 
○ 水芭蕉の丘地区県営広域営農団地農道整備事業 （負担金） 
○ 道路新設改良事業（単独） ３路線 

東山線道路改良工事   L=２９０ｍ 
坂ノ下郷之浜線舗装工事 L=３００ｍ 
東山線防雪柵設置工事  L= ６０ｍ 

○ 道路公共事業 ２路線 
継続 松尾今野線道路改良工事 L=１，０００ｍ（臨時交付金事業） 
新規 町屋小増川線道路改良工事 L=５００ｍ （地方特定事業） 

 
２．下水道について 

特定環境保全公共下水道の処理場２箇所、農業集落排水処理場１７箇所が整備さ

れ、現在、羽黒南部地区と東山集落の２地区で管路整備が進められており、今後は

維持管理が主体になる。 
○ 農業集落排水事業 

羽黒南部地区 県営 L=８９０ｍ 市単独 L=５２m 
東山地区  市単独 L=７１８ｍ 

 

３．環境対策について 

  日常生活から出る一般廃棄物の減量を図るために、再利用、リサイクルなどを推

進するとともに、不法投棄や野焼き廃止の啓蒙を推進する。 
 
 
＜教育課関連＞ 

１．羽黒中学校改築について 
  建築後４２～４４年経過し、老朽化した羽黒中学校を平成２０～２１年度を目標

に改築を行うため、その準備を進める。 
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２．ランドセル贈呈事業について 
  新入学児童に対してランドセルを贈呈し、入学をお祝いする。 
 
３．学校支援教育補助員及び教育相談員の配置について 
  児童生徒の学習指導や生活指導を充実するため、羽黒第二小の多人数学級と羽黒

第三小の情緒障害に補助員を配置する。 
 
４．ＡＬＴ（外国語指導助手）の配置について 
  平成１６年８月から引き続き配置し、英語力の向上や国際理解教育を充実させる。 
 
５．体育賞・文化賞授与について 
  体育活動や文化活動において優秀な成績を修めた児童・生徒を表彰し、体育活動

や文化活動の向上につなげる。 
 
６．対外競技選手派遣への支援について 

中学校において県大会（中体連）以上の大会に参加する選手の派遣に係る費用に

対し、助成を行う。 
 
７．羽黒第二小学校屋上シート防水修繕について 
  屋上の防水シートが傷み、３階教室に雨漏れがあるため、修繕を行う。 
 
８．松ヶ岡開墾場保存修理について 
  平成１０年度より本陣、５番蚕室、１番蚕室、稲荷社屋根、４番蚕室屋根と保存

修理工事を実施し、平成１８年度は、２番蚕室の床の不陸修理を実施する。 
 
９．羽黒山三神合祭殿・鐘楼等防災施設整備事業への支援について 
  平成１６年度から羽黒山頂に貯水槽を設置し、ポンプの購入を実施し、引き続き、

平成１８年度は、貯水槽から三神合祭殿・鐘楼までの配管工事、屋外電気設備工事

及び合祭殿の屋根散水設備の一部工事を行う。 
 
１０．公民館類似施設育成支援について 
  集落公民館の増改築、備品購入、生涯学習事業の事業費の一部を補助する。（平

成１８年度要望として、増改築３集落、備品購入１集落） 
 
１１．新島村・羽黒少年スポーツ交流について 

昭和５９年１１月１５日、友好町村盟約を締結した東京都新島村との交流をスポ

ーツを通じて行い、新島の少年達との友好を更に深めるため、新島サマー交流会及

び新島スキー交流会を実施する。 
 
１２．スポーツ振興について 

健康な体力づくりを支援するため、羽黒体育館トレーニングルームの運営の充実

とあわせ第３４回羽黒地区駅伝競走大会及び第２０回羽黒山スキー競技大会を開

催する。 
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